
                                                      教体第３８３号  

                                     令和７年（２０２５年）６月１０日  

                            

 公益財団法人熊本県スポーツ協会長 

 各 市 町 村 ス ポ ー ツ 主 管 課 長 
 県 立 体 育 施 設 指 定 管 理 者 
 各市町村社会体育施設主管課長 
 県 高 等 学 校 体 育 連 盟 会 長 
 県 中 学 校 体 育 連 盟 会 長 
 県 小 学 校 体 育 連 盟 会 長 
 県 高 等 学 校 野 球 連 盟 会 長 
                                              

熊本県教育長 
 

   落雷事故の再発防止について（依頼） 
令和６年（２０２４年）４月３日に宮崎県で発生しました熊本県立鹿本高等

学校サッカー部落雷事故について、令和７年（２０２５年）５月２０日に事故
調査委員会より報告書が提出され、下記１とおり事故防止への提言が示されま
した。 

つきましては、貴管下の所属団体、クラブチーム及び施設等に周知いただき
ますようお願いいたします。 

なお、下記２のＵＲＬに報告書（公表版）及びその要旨並びに県内学校への
通知文及び県教育委員会の取組を掲載しておりますので、各スポーツ関係団体
における屋外活動時の落雷事故防止対策に御活用いただきますよう併せてお願
いいたします。 

記 

１ 事故防止への提言の要旨（詳しくは、報告書（公表版）P５３～５５を参照） 

(１)屋外活動実施責任者及び実施担当者が、雷及び落雷についての最新の正確な知識 

を習得しておくことが重要である。 

(２)屋外活動実施責任者及び実施担当者は、屋外活動の前の時点で、天気予報の雷注 

意報の発表の有無を確認すること。 

(３)取得した雷雲等の情報により落雷の危険があるときは、屋外活動実施責任者（責 

任者が判断できないときは実施担当者）は、躊躇することなく屋外行事を停止し、
安全な建物の中に児童生徒等を避難させること。 

(４)屋外活動実施責任者（責任者が判断できないときは実施担当者）は、避難の終了 

及び屋外活動の再開については、「雷ナウキャスト」等により雷雲等の動き等に関
する情報を十分に収集して落雷の危険が去ったと認められる状態になったことを
確認した上で判断すること。 

(５)避難方法及び避難中の事故を避ける対策をあらかじめ用意しておくこと。さらに 

避難したときに備えて、屋内でできる活動をあらかじめ用意しておくこと。 

２ 掲載場所（熊本県教育委員会ホームページ）  
ＵＲＬ：http://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/237727.html 
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